
JP 6704099 B1 2020.6.3

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）殺菌成分としてグレープフルーツ種子抽出物と、（Ｂ）殺菌効力増強成分として
クエン酸塩、安息香酸塩、リンゴ酸塩、イノシン酸塩、グアニル酸塩、酢酸塩、コハク酸
塩、ソルビン酸塩、炭酸塩、亜硫酸塩、リン酸塩から選ばれた１種又は２種以上と、を水
に混合してなる殺菌剤組成物（ただし、グレープフルーツ種子抽出物とベンジルアルコー
ルと安息香酸ナトリウムとの組み合わせ、グレープフルーツ種子抽出物と酢酸ナトリウム
との組み合わせ、および／又はグレープフルーツ種子抽出物と澱粉加水分解物と、炭酸水
素ナトリウム、クエン酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム、リン酸一ナトリウムから選ば
れた１種以上との組み合わせを除く）。
【請求項２】
　（Ａ）ウイルス不活性化成分としてグレープフルーツ種子抽出物と、（Ｂ）ウイルス不
活性化効力増強成分としてクエン酸塩、安息香酸塩、リンゴ酸塩、イノシン酸塩、グアニ
ル酸塩、酢酸塩、コハク酸塩、ソルビン酸塩、炭酸塩、亜硫酸塩、リン酸塩から選ばれた
１種又は２種以上と、を水に混合してなるウイルス不活性化剤組成物。
【請求項３】
　ｐＨが６～１１である請求項１又は請求項２に記載の殺菌またはウイルス不活性化剤組
成物。
【請求項４】
　前記殺菌効力増強成分が、クエン酸三ナトリウム、クエン酸三カリウム、イノシン酸二
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ナトリウム、コハク酸二ナトリウム、ソルビン酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナ
トリウム、亜硫酸ナトリウム、リン酸水素二ナトリウムから選ばれた１種又は２種以上で
あることを特徴とする請求項１又は請求項３に記載の殺菌剤組成物。
【請求項５】
　前記グレープフルーツ種子抽出物の配合量が０．００５質量％以上であることを特徴と
する請求項１、３、４のいずれかに記載の殺菌剤組成物。
【請求項６】
　前記殺菌効力増強成分の配合量が０．０００５質量％以上であることを特徴とする請求
項１、３乃至５のいずれかに記載の殺菌剤組成物。
【請求項７】
　前記ウイルス不活性化効力増強成分が、クエン酸三ナトリウム、クエン酸三カリウム、
炭酸水素ナトリウムから選ばれた１種又は２種以上であることを特徴とする請求項２又は
請求項３に記載のウイルス不活性化剤組成物。
【請求項８】
　前記グレープフルーツ種子抽出物の配合量が０．１質量％以上であることを特徴とする
請求項２、３、７のいずれかに記載のウイルス不活性化剤組成物。
【請求項９】
　前記ウイルス不活性化効力増強成分の配合量が０．０１質量％以上であることを特徴と
する請求項２、３、７、８のいずれかに記載のウイルス不活性化剤組成物。
【請求項１０】
　請求項２、３、７乃至９のいずれかに記載のウイルス不活性化剤組成物をノンエンベロ
ープウイルスに対して接触させるノンエンベロープウイルスの不活性化方法。
【請求項１１】
　（Ａ）殺菌成分としてグレープフルーツ種子抽出物と、（Ｃ）水と、を含有する殺菌剤
組成物に、
　（Ｂ）殺菌効力増強成分としてクエン酸塩、安息香酸塩、リンゴ酸塩、イノシン酸塩、
グアニル酸塩、酢酸塩、コハク酸塩、ソルビン酸塩、炭酸塩、亜硫酸塩、リン酸塩から選
ばれた１種又は２種以上を添加することを特徴とする殺菌効力増強方法（ただし、グレー
プフルーツ種子抽出物とベンジルアルコールとを含む殺菌剤組成物に、安息香酸ナトリウ
ムを添加する場合、グレープフルーツ種子抽出物を含む殺菌剤組成物に酢酸ナトリウムを
添加する場合、および／又はグレープフルーツ種子抽出物と澱粉加水分解物とを含む殺菌
剤組成物に、炭酸水素ナトリウム、クエン酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム、リン酸一
ナトリウムから選ばれた１種以上を添加する場合を除く）。
【請求項１２】
　（Ａ）ウイルス不活性化成分としてグレープフルーツ種子抽出物と、（Ｃ）水と、を含
有するウイルス不活性化剤組成物に、
　（Ｂ）ウイルス不活性化効力増強成分としてクエン酸塩、安息香酸塩、リンゴ酸塩、イ
ノシン酸塩、グアニル酸塩、酢酸塩、コハク酸塩、ソルビン酸塩、炭酸塩、亜硫酸塩、リ
ン酸塩から選ばれた１種又は２種以上を添加することを特徴とするウイルス不活性化効力
増強方法。
【請求項１３】
　前記殺菌効力増強成分が、クエン酸三ナトリウム、クエン酸三カリウム、イノシン酸二
ナトリウム、コハク酸二ナトリウム、ソルビン酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナ
トリウム、亜硫酸ナトリウム、リン酸水素二ナトリウムから選ばれた１種又は２種以上で
あることを特徴とする請求項１１に記載の殺菌効力増強方法。
【請求項１４】
　前記ウイルス不活性化効力増強成分が、クエン酸三ナトリウム、クエン酸三カリウム、
炭酸水素ナトリウムから選ばれた１種又は２種以上であることを特徴とする請求項１２に
記載のウイルス不活性化効力増強方法。
【請求項１５】
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　前記殺菌またはウイルス不活性化効力増強成分が、炭酸水素ナトリウムであることを特
徴とする請求項１３又は請求項１４に記載の殺菌またはウイルス不活性化効力増強方法。
【請求項１６】
　前記殺菌効力増強成分の添加量が、前記殺菌剤組成物に対して０．０００５質量％以上
であることを特徴とする請求項１１、１３、１５のいずれかに記載の殺菌効力増強方法。
【請求項１７】
　前記ウイルス不活性化効力増強成分の添加量が、前記ウイルス不活性化剤組成物に対し
て０．０１質量％以上であることを特徴とする請求項１２、１４、１５のいずれかに記載
のウイルス不活性化効力増強方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、殺菌、ウイルス不活性化成分を水溶液中に配合して成る殺菌、ウイルス不活
性化剤組成物、および殺菌、ウイルス不活性化剤組成物の殺菌、ウイルス不活性化効力増
強方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　浴室・トイレ、キッチン等のタイル、目地、プラスチックに付着する汚れの中には、細
菌やカビによって発生する汚れやぬめりなどがある。このような細菌やカビによる汚れは
、次亜塩素酸塩を主成分とする液体洗浄剤などで、日常的に殺菌を行うことで、発生を予
防することができる。しかし、次亜塩素酸製剤は、酸性タイプの漂白剤等と混用すると危
険な塩素ガスを発生することから、本来的には使用を制限すべき製品であるが、他に置き
換える製品が存在しないため現在でも広く使用されている。こうした現状から、安全性が
高く、且つ殺菌効果の高い洗浄剤が要望されている。
【０００３】
　このような細菌を除菌、殺菌するために、殺菌成分としてエタノールを配合したスプレ
ータイプの殺菌剤が広く用いられている。しかし、エタノールは引火性を有するため、キ
ッチン周り等の火を使う場所での使用には注意が必要であった。また、エタノールを含む
殺菌剤を樹脂製部材に塗布した際に塗装やワックスの剥がれが発生するおそれもあり、エ
タノールの匂いが苦手な人やエタノールで手が荒れる人には使用し難いという問題点もあ
った。さらに、キッチン周りには食品や食器等が存在するため、それらに付着しても健康
に影響のない安全性の高い殺菌剤が要望されていた。
【０００４】
　そこで、食品添加物として使用される安全性の高い殺菌成分を配合した、アルコールの
配合量を低減させた殺菌剤が種々提案されている。例えば、特許文献１には、（Ａ）成分
としてエタノール、（Ｂ）成分として有機酸及び／又は有機酸塩、（Ｃ）成分としてグリ
セリン脂肪酸エステル、（Ｄ）グレープフルーツ種子抽出物、及び（Ｅ）水を含有し、ｐ
Ｈが２５℃で２．５以上、６．０以下である、アルコール製剤が開示されている。
【０００５】
　また、特許文献２には、強アルカリ電解水と柑橘類の種子から抽出した成分を含む洗浄
ならびに除菌用組成物が開示されており、抽出成分としてグレープフルーツ種子抽出物を
用いることも記載されている。
【０００６】
　特許文献１、２に記載されているグレープフルーツ種子抽出物は、天然由来の除菌成分
であり、それ自体が殺菌、抗菌活性を有することが知られている。また、グレープフルー
ツ種子抽出物は水溶性であるとともに、特有の匂いもないため、殺菌、抗菌成分として水
系製剤に配合し易いという利点を有する。
【０００７】
　また、食品製造及び調理施設、医療施設、教育施設等においてカリシウイルス科のノロ
ウイルスによる食中毒が問題となっている。ノロウイルスの不活性化の方法としては、次
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亜塩素酸ナトリウム溶液を用いる方法や、熱湯消毒による方法が知られている。しかし、
次亜塩素酸による消毒では処理面を漂白したり、悪臭が発生したりするなど使い勝手が悪
く、酸性タイプの漂白剤等と混用すると塩素ガスを発生するため安全性の面で十分ではな
かった。また、熱湯消毒では、被消毒物との接触によって温度が低下してしまい所望の温
度を保持することが困難である。さらに、熱湯によるやけどの危険もある。
【０００８】
　特許文献３には、少なくとも１種以上のビス四級アンモニウム化合物、ならびに銀系抗
菌剤を含有するウイルス不活性化剤が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特許第６４５４８０５号公報
【特許文献２】特開２００７－３１６０８号公報
【特許文献３】特開２０１８－６５７７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１のアルコール製剤は、エタノールを含有するため引火性やエ
タノールによる刺激性の問題があった。また、ｐＨが２．５以上６．０以下と酸性である
ため、酸による刺激性の問題もあった。特許文献２の洗浄ならびに除菌用組成物は強アル
カリ性であるため、アルカリによる刺激性の問題があった。
【００１１】
　また、特許文献３のウイルス不活性化剤は、銀系抗菌剤を含有するため、銀イオンによ
る樹脂の変色、着色という問題点があった。
【００１２】
　本発明は、上記問題点に鑑み、殺菌成分として次亜塩素酸やアルコールを含まず、ウイ
ルス不活性化成分として銀系抗菌剤を含まない殺菌、ウイルス不活性化剤組成物、および
殺菌、ウイルス不活性化効力増強方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために本発明は、（Ａ）殺菌成分としてグレープフルーツ種子抽出
物と、（Ｂ）殺菌効力増強成分としてクエン酸塩、安息香酸塩、リンゴ酸塩、イノシン酸
塩、グアニル酸塩、酢酸塩、コハク酸塩、ソルビン酸塩、炭酸塩、亜硫酸塩、リン酸塩か
ら選ばれた１種又は２種以上と、を水に混合してなる殺菌剤組成物（ただし、グレープフ
ルーツ種子抽出物とベンジルアルコールと安息香酸ナトリウムとの組み合わせ、グレープ
フルーツ種子抽出物と酢酸ナトリウムとの組み合わせ、および／又はグレープフルーツ種
子抽出物と澱粉加水分解物と、炭酸水素ナトリウム、クエン酸ナトリウム、ソルビン酸カ
リウム、リン酸一ナトリウムから選ばれた１種以上との組み合わせを除く）である。また
本発明は、（Ａ）ウイルス不活性化成分としてグレープフルーツ種子抽出物と、（Ｂ）ウ
イルス不活性化効力増強成分としてクエン酸塩、安息香酸塩、リンゴ酸塩、イノシン酸塩
、グアニル酸塩、酢酸塩、コハク酸塩、ソルビン酸塩、炭酸塩、亜硫酸塩、リン酸塩から
選ばれた１種又は２種以上と、を水に混合してなるウイルス不活性化剤組成物である。
【００１４】
　また本発明は、上記構成の殺菌またはウイルス不活性化剤組成物のｐＨが６～１１であ
ることを特徴としている。
【００１５】
　また本発明は、上記構成の殺菌剤組成物において、前記殺菌効力増強成分が、クエン酸
三ナトリウム、クエン酸三カリウム、イノシン酸二ナトリウム、コハク酸二ナトリウム、
ソルビン酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム、リン酸
水素二ナトリウムから選ばれた１種又は２種以上であることを特徴としている。
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【００１６】
　また本発明は、上記構成の殺菌剤組成物において、前記グレープフルーツ種子抽出物の
配合量が０．００５質量％以上であることを特徴としている。
【００１７】
　また本発明は、上記構成の殺菌剤組成物において、前記殺菌効力増強成分の配合量が０
．０００５質量％以上であることを特徴としている。
【００１８】
　また本発明は、上記構成のウイルス不活性化剤組成物において、前記ウイルス不活性化
効力増強成分が、クエン酸三ナトリウム、クエン酸三カリウム、炭酸水素ナトリウムから
選ばれた１種又は２種以上であることを特徴としている。
【００１９】
　また本発明は、上記構成のウイルス不活性化剤組成物において、前記グレープフルーツ
種子抽出物の配合量が０．１質量％以上であることを特徴としている。
【００２０】
　また本発明は、上記構成のウイルス不活性化剤組成物において、前記ウイルス不活性化
効力増強成分の配合量が０．０１質量％以上であることを特徴としている。
【００２１】
　また本発明は、（Ａ）殺菌成分としてグレープフルーツ種子抽出物と、（Ｃ）水と、を
含有する殺菌剤組成物に、（Ｂ）殺菌効力増強成分としてクエン酸塩、安息香酸塩、リン
ゴ酸塩、イノシン酸塩、グアニル酸塩、酢酸塩、コハク酸塩、ソルビン酸塩、炭酸塩、亜
硫酸塩、リン酸塩から選ばれた１種又は２種以上を添加することを特徴とする殺菌効力増
強方法（ただし、グレープフルーツ種子抽出物とベンジルアルコールとを含む殺菌剤組成
物に、安息香酸ナトリウムを添加する場合、グレープフルーツ種子抽出物を含む殺菌剤組
成物に酢酸ナトリウムを添加する場合、および／又はグレープフルーツ種子抽出物と澱粉
加水分解物とを含む殺菌剤組成物に、炭酸水素ナトリウム、クエン酸ナトリウム、ソルビ
ン酸カリウム、リン酸一ナトリウムから選ばれた１種以上を添加する場合を除く）である
。また本発明は、（Ａ）ウイルス不活性化成分としてグレープフルーツ種子抽出物と、（
Ｃ）水と、を含有するウイルス不活性化剤組成物に、（Ｂ）ウイルス不活性化効力増強成
分としてクエン酸塩、安息香酸塩、リンゴ酸塩、イノシン酸塩、グアニル酸塩、酢酸塩、
コハク酸塩、ソルビン酸塩、炭酸塩、亜硫酸塩、リン酸塩から選ばれた１種又は２種以上
を添加することを特徴とするウイルス不活性化効力増強方法である。
【００２２】
　また本発明は、上記構成の殺菌効力増強方法において、前記殺菌効力増強成分が、クエ
ン酸三ナトリウム、クエン酸三カリウム、イノシン酸二ナトリウム、コハク酸二ナトリウ
ム、ソルビン酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム、リ
ン酸水素二ナトリウムから選ばれた１種又は２種以上であることを特徴としている。
【００２３】
　また本発明は、上記構成の殺菌またはウイルス不活性化効力増強方法において、前記殺
菌効力増強成分が、炭酸水素ナトリウムであることを特徴としている。
【００２４】
　また本発明は、上記構成の殺菌効力増強方法において、前記殺菌効力増強成分の添加量
が、前記殺菌剤組成物に対して０．０００５質量％以上であることを特徴としている。
【００２５】
　また本発明は、上記構成のウイルス不活性化効力増強方法において、前記ウイルス不活
性化効力増強成分が、クエン酸三ナトリウム、クエン酸三カリウム、炭酸水素ナトリウム
から選ばれた１種又は２種以上であることを特徴としている。
【００２６】
　また本発明は、上記構成のウイルス不活性化効力増強方法において、前記ウイルス不活
性化効力増強成分の添加量が、前記ウイルス不活性化剤組成物に対して０．０１質量％以
上であることを特徴としている。
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【００２７】
　また本発明は、上記構成のウイルス不活性化剤組成物をノンエンベロープウイルスに対
して接触させるノンエンベロープウイルスの不活性化方法である。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の第１の構成によれば、（Ａ）殺菌成分としてグレープフルーツ種子抽出物と、
（Ｂ）殺菌効力増強成分としてクエン酸塩、安息香酸塩、リンゴ酸塩、イノシン酸塩、グ
アニル酸塩、酢酸塩、コハク酸塩、ソルビン酸塩、炭酸塩、亜硫酸塩、リン酸塩から選ば
れた１種又は２種以上と、を水に混合することにより、また、本発明の第２の構成によれ
ば、（Ａ）ウイルス不活性化成分としてグレープフルーツ種子抽出物と、（Ｂ）ウイルス
不活性化効力増強成分としてクエン酸塩、安息香酸塩、リンゴ酸塩、イノシン酸塩、グア
ニル酸塩、酢酸塩、コハク酸塩、ソルビン酸塩、炭酸塩、亜硫酸塩、リン酸塩から選ばれ
た１種又は２種以上と、を水に混合することにより、殺菌またはウイルス不活性化成分と
して次亜塩素酸やアルコールを含まず低刺激性であり、且つ高い殺菌またはウイルス不活
性化効力を備えた殺菌またはウイルス不活性化剤組成物となる。
【００２９】
　また、本発明の第３の構成によれば、上記第１又は第２の構成の殺菌またはウイルス不
活性化剤組成物のｐＨを６～１１とすることにより、酸性や強アルカリ性の殺菌またはウ
イルス不活性化剤組成物に比べて皮膚に対する刺激性も少なく、使用感に優れた殺菌また
はウイルス不活性化剤組成物となる。
【００３０】
　また、本発明の第４の構成によれば、上記第１又は第３の構成の殺菌剤組成物において
、殺菌効力増強成分として、クエン酸三ナトリウム、クエン酸三カリウム、イノシン酸二
ナトリウム、コハク酸二ナトリウム、ソルビン酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナ
トリウム、亜硫酸ナトリウム、リン酸水素二ナトリウムから選ばれた１種又は２種以上を
用いることにより、より殺菌効力が高く安全性にも優れた殺菌剤組成物となる。
【００３１】
　また、本発明の第５の構成によれば、上記第１、第３、第４のいずれかの構成の殺菌剤
組成物において、殺菌成分であるグレープフルーツ種子抽出物の配合量を０．００５質量
％以上とすることにより、グレープフルーツ種子抽出物の配合量を、十分な殺菌効力を発
揮するために必要な配合量とすることができる。
【００３２】
　また、本発明の第６の構成によれば、上記第１、第３乃至第５のいずれかの構成の殺菌
剤組成物において、殺菌効力増強成分の配合量を０．０００５質量％以上とすることによ
り、殺菌効力増強成分の配合量を、殺菌成分であるグレープフルーツ種子抽出物の殺菌効
力を十分に増強するために必要な配合量とすることができる。
【００３３】
　また、本発明の第７の構成によれば、上記第２又は第３の構成のウイルス不活性化剤組
成物において、ウイルス不活性化効力増強成分として、クエン酸三ナトリウム、クエン酸
三カリウム、炭酸水素ナトリウムから選ばれた１種又は２種以上を用いることにより、よ
りウイルス不活性化効力が高く安全性にも優れたウイルス不活性化剤組成物となる。
【００３４】
　また、本発明の第８の構成によれば、上記第２、第３、第７のいずれかの構成のウイル
ス不活性化剤組成物において、ウイルス不活性化成分であるグレープフルーツ種子抽出物
の配合量を０．１質量％以上とすることにより、グレープフルーツ種子抽出物の配合量を
、十分なウイルス不活性化効力を発揮するために必要な配合量とすることができる。
【００３５】
　また、本発明の第９の構成によれば、上記第２、第３、第７、第８のいずれかの構成の
ウイルス不活性化剤組成物において、ウイルス不活性化効力増強成分の配合量を０．０１
質量％以上とすることにより、ウイルス不活性化効力増強成分の配合量を、ウイルス不活
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性化成分であるグレープフルーツ種子抽出物のウイルス不活性化効力を十分に増強するた
めに必要な配合量とすることができる。
【００３６】
　また、本発明の第１０の構成によれば、上記第２、第３、第７乃至第９のいずれかの構
成のウイルス不活性化剤組成物をノンエンベロープウイルスに対して接触させることによ
り、従来のウイルス除去剤では不活性化が困難であったノロウイルス等のノンエンベロー
プウイルスの不活性化方法となる。
【００３７】
　また、本発明の第１１の構成によれば、（Ａ）殺菌成分としてグレープフルーツ種子抽
出物と、（Ｃ）水と、を含有する殺菌剤組成物に、（Ｂ）殺菌効力増強成分としてクエン
酸塩、安息香酸塩、リンゴ酸塩、イノシン酸塩、グアニル酸塩、酢酸塩、コハク酸塩、ソ
ルビン酸塩、炭酸塩、亜硫酸塩、リン酸塩から選ばれた１種又は２種以上を添加すること
により、また、本発明の第１２の構成によれば、（Ａ）ウイルス不活性化成分としてグレ
ープフルーツ種子抽出物と、（Ｃ）水と、を含有するウイルス不活性化剤組成物に、（Ｂ
）ウイルス不活性化効力増強成分としてクエン酸塩、安息香酸塩、リンゴ酸塩、イノシン
酸塩、グアニル酸塩、酢酸塩、コハク酸塩、ソルビン酸塩、炭酸塩、亜硫酸塩、リン酸塩
から選ばれた１種又は２種以上を添加することにより、殺菌またはウイルス不活性化成分
であるグレープフルーツ種子抽出物の殺菌またはウイルス不活性化効力を向上させること
ができ、高い殺菌またはウイルス不活性化力を備えた殺菌またはウイルス不活性化剤組成
物を製造可能となる。
【００３８】
　また、本発明の第１３の構成によれば、上記第１１の構成の殺菌効力増強方法において
、殺菌効力増強成分として、クエン酸三ナトリウム、クエン酸三カリウム、イノシン酸二
ナトリウム、コハク酸二ナトリウム、ソルビン酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナ
トリウム、亜硫酸ナトリウム、リン酸水素二ナトリウムから選ばれた１種又は２種以上を
用いることにより、より殺菌効力が高く安全性にも優れた殺菌剤組成物を製造可能となる
。
【００３９】
　また、本発明の第１４の構成によれば、上記第１２の構成のウイルス不活性化効力増強
方法において、ウイルス不活性化効力増強成分として、クエン酸三ナトリウム、クエン酸
三カリウム、炭酸水素ナトリウムから選ばれた１種又は２種以上を用いることにより、よ
りウイルス不活性化効力が高く安全性にも優れたウイルス不活性化剤組成物を製造可能と
なる。
【００４０】
　また、本発明の第１５の構成によれば、上記第１３又は第１４の構成の殺菌またはウイ
ルス不活性化効力増強方法において、殺菌またはウイルス不活性化効力増強成分として、
化学製品として汎用されており入手が容易な炭酸水素ナトリウムを用いることにより、低
い配合量で殺菌またはウイルス不活性化成分であるグレープフルーツ種子抽出物の殺菌ま
たはウイルス不活性化効力をより効果的に向上させることができ、高い殺菌またはウイル
ス不活性化効力と安全性とを兼ね備えた殺菌またはウイルス不活性化剤組成物を簡単に且
つ低コストで製造可能となる。
【００４１】
　また、本発明の第１６の構成によれば、上記第１１、第１３、第１５のいずれかの構成
の殺菌効力増強方法において、殺菌効力増強成分の配合量を０．０００５質量％以上とす
ることにより、殺菌効力増強成分の配合量を殺菌成分であるグレープフルーツ種子抽出物
の殺菌効力を向上させるために必要な配合量とすることができる。
【００４２】
　また、本発明の第１７の構成によれば、上記第１２、第１４、第１５のいずれかのウイ
ルス不活性化効力増強方法において、ウイルス不活性化効力増強成分の配合量を０．０１
質量％以上とすることにより、ウイルス不活性化効力増強成分の配合量をウイルス不活性
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化成分であるグレープフルーツ種子抽出物のウイルス不活性化効力を向上させるために必
要な配合量とすることができる。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　以下、本発明の殺菌、ウイルス不活性化剤組成物について詳細に説明する。本発明の殺
菌、ウイルス不活性化剤組成物は、（Ａ）殺菌、ウイルス不活性化成分としてグレープフ
ルーツ種子抽出物と、（Ｂ）殺菌、ウイルス不活性化効力増強成分として特定の有機酸塩
及び／又は無機酸塩から選ばれた１種又は２種以上と、を（Ｃ）水に混合して水溶液とし
たものである。
【００４４】
　本発明の殺菌、ウイルス不活性化剤組成物に殺菌、ウイルス不活性化成分として配合さ
れる（Ａ）グレープフルーツ種子抽出物は、グレープフルーツの種子から抽出した天然由
来の殺菌、抗菌、ウイルス不活性化成分であり、食品添加物として認められている。また
、揮発性が小さく持続的な殺菌、抗菌、ウイルス不活性化活性を有する。従来、グレープ
フルーツ種子抽出物が単独である程度の殺菌効力を有することは知られていた。しかし、
グレープフルーツ種子抽出物と、後述する特定の有機酸塩及び／又は無機酸塩とを併用す
ることで、相乗的に殺菌、ウイルス不活性化効力を発揮することは、本発明者らによって
初めて発見された知見である。
【００４５】
　本発明の殺菌、ウイルス不活性化剤組成物におけるグレープフルーツ種子抽出物の配合
量は、特に限定されないものの、配合量が少なすぎる場合は十分な殺菌、ウイルス不活性
化効力が得られない可能性がある。後述の実施例において示すように、十分な殺菌効力を
得るためには、グレープフルーツ種子抽出物を殺菌剤組成物全体に対して０．００５質量
％以上配合することが好ましい。また、十分なウイルス不活性化効力を得るためには、グ
レープフルーツ種子抽出物を殺菌剤組成物全体に対して０．０１質量％以上配合すること
が好ましい。
【００４６】
　一方、グレープフルーツ種子抽出物の配合量が多すぎる場合、殺菌、ウイルス不活性化
効力の顕著な向上が期待できない上に、非常に高価なものになり、汎用性がなくなってし
まう。配合量と殺菌、ウイルス不活性化効力とのバランスを考慮すると、グレープフルー
ツ種子抽出物の配合量を殺菌またはウイルス不活性化剤組成物全体に対して１０．０質量
％以下とすることが好ましく、５．０質量％以下とすることがより好ましく、１．０質量
％以下とすることがさらに好ましい。
【００４７】
　本発明の殺菌、ウイルス不活性化剤組成物に（Ｂ）殺菌、ウイルス不活性化効力増強成
分として配合される有機酸塩は、有機酸のナトリウム塩、カリウム塩等が挙げられる。１
つの水酸基を有し、窒素原子を有さない２価以上のカルボン酸塩、水酸基と窒素原子を有
さない１価以上のカルボン酸塩、ヌクレオシド一リン酸塩が挙げられる。１つの水酸基を
有し、窒素原子を有さない２価以上のカルボン酸塩としては、炭素数２～８であるカルボ
ン酸塩が挙げられ、具体的には、クエン酸三ナトリウム二水和物、クエン酸三カリウム一
水和物等のクエン酸塩、ＤＬ－リンゴ酸二ナトリウム１／２水和物等のリンゴ酸塩、ＤＬ
－イソクエン酸三ナトリウム等のイソクエン酸塩等が挙げられる。水酸基と窒素原子を有
さない１価以上のカルボン酸塩としては、炭素数２～８であるカルボン酸塩が挙げられ、
具体的には、安息香酸ナトリウム等の安息香酸塩、酢酸ナトリウム等の酢酸塩、コハク酸
二ナトリウム等のコハク酸塩、ソルビン酸カリウム等のソルビン酸塩、プロピオン酸ナト
リウム等のプロピオン酸塩、酪酸ナトリウム等の酪酸塩、吉草酸ナトリウム等の吉草酸塩
、カプロン酸カリウム等のカプロン酸塩、フタル酸水素カリウム等のフタル酸塩、シュウ
酸カリウム一水和物等のシュウ酸塩、マロン酸二ナトリウム等のマロン酸塩、アジピン酸
二ナトリウム等のアジピン酸塩、グルタル酸二ナトリウム等のグルタル酸塩、マレイン酸
二ナトリウム等のマレイン酸塩、フマル酸一ナトリウム等のフマル酸塩等が挙げられる。



(9) JP 6704099 B1 2020.6.3

10

20

30

40

50

ヌクレオシド一リン酸塩としては、イノシン酸二ナトリウム等のイノシン酸塩、グアニル
酸二ナトリウム等のグアニル酸塩、アデニル酸二ナトリウム等のアデニル酸塩、シチジル
酸二ナトリウム等のシチジル酸塩、チミジル酸二ナトリウム等のチミジル酸塩、ウリジル
酸二ナトリウム等のウリジル酸塩等が挙げられる。これら有機酸の中でも、クエン酸塩、
安息香酸塩、リンゴ酸塩、イノシン酸塩、グアニル酸塩、酢酸塩、コハク酸塩、ソルビン
酸塩が好ましい。これらの有機酸塩は単独で用いても良いし、２種以上を混合して用いて
も良い。
【００４８】
　本発明の殺菌、ウイルス不活性化剤組成物に（Ｂ）殺菌、ウイルス不活性化効力増強成
分として配合される無機酸塩は、無機酸のナトリウム塩、カリウム塩等が挙げられ、その
具体例としては、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム一水和物等の炭酸塩、亜硫酸ナト
リウム等の亜硫酸塩、リン酸水素二ナトリウム等のリン酸塩が挙げられる。これらの無機
酸塩は単独で用いても良いし、２種以上を混合して用いても良い。また、前述した有機酸
塩の１種又は２種以上と混合して用いても良い。
【００４９】
　上記の有機酸塩の中でも、特にクエン酸三ナトリウム二水和物、クエン酸三カリウム一
水和物、イノシン酸二ナトリウム、コハク酸二ナトリウム、ソルビン酸カリウムを用いる
ことで、低い配合量で殺菌成分であるグレープフルーツ種子抽出物の殺菌効力を顕著に向
上することができる。また、クエン酸三ナトリウム二水和物、クエン酸三カリウム一水和
物を用いることで、低い配合量でウイルス不活性化成分であるグレープフルーツ種子抽出
物のウイルス不活性化効力を顕著に向上することができる。
【００５０】
　上記の無機酸塩の中でも、特に化学製品として汎用されており入手が容易で、且つ殺菌
、ウイルス不活性化効力の増強効果も顕著である炭酸水素ナトリウムが好ましい。
【００５１】
　本発明の殺菌、ウイルス不活性化剤組成物のｐＨは６～１１とすることが好ましい。こ
れにより、殺菌、ウイルス不活性化剤組成物が中性～弱アルカリ性となり、酸性や強アル
カリ性の殺菌、ウイルス不活性化剤組成物に比べて皮膚に対する刺激性も少なく、使用感
に優れた殺菌、ウイルス不活性化剤組成物となる。
【００５２】
　本発明の殺菌、ウイルス不活性化剤組成物における殺菌、ウイルス不活性化効力増強成
分の配合量は、特に限定されないものの、配合量が少なすぎる場合はグレープフルーツ種
子抽出物の殺菌、ウイルス不活性化効力に対する十分な増強効果が得られない可能性があ
る。後述の実施例において示すように、十分な殺菌効力増強効果を得るためには、殺菌効
力増強成分である有機酸塩及び／又は無機酸塩を殺菌剤組成物全体に対して０．０００５
質量％以上配合することが好ましい。また、十分なウイルス不活性化効力増強効果を得る
ためには、ウイルス不活性化効力増強成分である有機酸塩及び／又は無機酸塩をウイルス
不活性化剤組成物全体に対して０．０１質量％以上配合することが好ましい。
【００５３】
　一方、殺菌、ウイルス不活性化効力増強成分の配合量が多すぎる場合、殺菌、ウイルス
不活性化効力増強効果の顕著な向上が期待できない上に、殺菌、ウイルス不活性化剤組成
物のコストが高くなる。配合量と殺菌、ウイルス不活性化効力増強効果とのバランスを考
慮すると、殺菌、ウイルス不活性化効力増強成分の配合量を殺菌またはウイルス不活性化
剤組成物全体に対して１０．０質量％以下とすることが好ましく、５．０質量％以下とす
ることがより好ましく、０．５質量％以下とすることがさらに好ましい。
【００５４】
　本発明の殺菌、ウイルス不活性化剤組成物は、従来に比べて短時間の処理で高い殺菌、
ウイルス不活性化効果を発現する。後述の実施例において示すように、細菌に対しては１
分以下、ウイルスに対しては５分以下の処理時間で十分な殺菌、ウイルス不活性化効果が
認められた。
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【００５５】
　本発明の殺菌、ウイルス不活性化剤組成物には、必要に応じて界面活性剤を配合するこ
とができる。例えば、界面活性剤には泡を発生する性質（泡立ち性）があり、泡立ち性に
優れた界面活性剤を使用することで、本発明の殺菌、ウイルス不活性化剤組成物をトリガ
ースプレー等で壁面にスプレーしたときの液ダレを抑制するとともに塗布領域も視認しや
すくなる。
【００５６】
　本発明の殺菌、ウイルス不活性化剤組成物に配合される界面活性剤としては、アニオン
界面活性剤、カチオン界面活性剤、ノニオン界面活性剤、両性界面活性剤のいずれも好適
に用いられる。本発明の殺菌、ウイルス不活性化剤組成物中における界面活性剤の配合量
は、特に限定されないものの、０．１質量％以上１０質量％以下であることが好ましい。
【００５７】
　アニオン界面活性剤の例としては、例えば脂肪酸石けん、アルキルベンゼンスルホン酸
塩、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキル硫酸塩、α―オレフィンスルホン酸塩
、アルキルリン酸エステル塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩、ポリオキシ
エチレンアルキルフェニルエーテル硫酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸
塩などが挙げられる。
【００５８】
　カチオン界面活性剤の例としては、ラウリルトリメチルアンモニウムクロリド、塩化ベ
ンザルコニウム等の第４級アンモニウム塩が挙げられる。
【００５９】
　ノニオン界面活性剤の例としては、例えばポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリ
オキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレン高級脂肪酸エステル、ポ
リオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エス
テル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ポリオキシ
エチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド、アルキル
アミンオキシドなどが挙げられる。
【００６０】
　両性界面活性剤の例としては、ベタイン型界面活性剤が挙げられる。具体的には、ラウ
リル－Ｎ，Ｎ－ジメチル酢酸ベタイン、ラウリルアミドプロピル－Ｎ，Ｎ－ジメチル酢酸
ベタイン、ヤシアルキルアミドプロピル－Ｎ，Ｎ－ジメチルヒドロキシプロピルスルホベ
タイン等が挙げられる。
【００６１】
　本発明の殺菌、ウイルス不活性化剤組成物は、水系タイプであり、溶媒としては主に水
が用いられる。水としては、イオン交換水や逆浸透膜水等の精製水や、通常の水道水や工
業用水、海洋深層水等が挙げられる。
【００６２】
　更に、本発明の殺菌、ウイルス不活性化剤組成物には、その他の成分として、必要に応
じて、無機抗菌、ウイルス不活性化剤、有機抗菌、ウイルス不活性化剤、防藻剤、防錆剤
、溶剤、キレート剤、香料、消臭成分等を、本発明の効果を損なわない範囲で配合するこ
とにより、抗菌効果、ウイルス不活性化効果、防藻効果、防錆効果、洗浄効果、芳香性、
消臭性等を付与するようにしてもよい。
【００６３】
　こうして得られた本発明の殺菌、ウイルス不活性化剤組成物を、キッチンや浴室の排水
口、タイル目地等、細菌やカビの発生しやすい箇所、ウイルス感染者が触れた場所、ウイ
ルス感染者の嘔吐物を処理した場所、衣服等のウイルスで汚染された場所に塗布あるいは
スプレーすることで、細菌やカビ、ウイルスを効果的に除去することができる。そして、
本発明の殺菌、ウイルス不活性化剤組成物は、危険で取り扱いにくい次亜塩素酸殺菌剤や
刺激臭のある酸性殺菌剤と異なり、安全に、かつ簡単に施用できるので極めて実用性が高
いものである。
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【００６４】
　また、本発明のウイルス不活性化組成物は、インフルエンザウイルス等のエンベロープ
ウイルスに加えて、ノロウイルス等のノンエンベロープウイルスに対しても高い不活性化
効果を有する。従って、従来のウイルス除去剤では不活性化が困難であったノロウイルス
の不活性化に好適に使用することができる。
【００６５】
　また、本発明の殺菌、ウイルス不活性化剤組成物は、殺菌、ウイルス不活性化成分とし
てグレープフルーツ種子抽出物と、殺菌、ウイルス不活性化効力増強成分として特定の有
機酸塩及び／又は無機酸塩とを水に配合するだけの、非常に単純な組成であり、エタノー
ル等のアルコールや銀系抗菌剤の配合を必須としない。そのため、製造が簡便なうえ、多
くの殺菌、ウイルス不活性化剤で問題となる皮膚への刺激性も小さく、安全性が極めて高
いものである。また、銀イオンによる変色の問題もないため、使用性にも優れている。
【００６６】
　なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種
々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わ
せて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。以下、実施例により本
発明の効果について更に具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に制約されるもの
ではない。
【実施例１】
【００６７】
[試験液の調製]
　（Ａ）グレープフルーツ種子抽出物（エービーシーテクノ社製）、（Ｂ）炭酸水素ナト
リウム、クエン酸三ナトリウム二水和物、安息香酸ナトリウム、炭酸ナトリウム一水和物
、クエン酸三カリウム一水和物、酢酸ナトリウム、リン酸水素二ナトリウム（以上、和光
純薬工業社製）、コハク酸二ナトリウム、ソルビン酸カリウム、亜硫酸ナトリウム（以上
、ナカライテスク社製）、ＤＬ－リンゴ酸二ナトリウム１／２水和物（扶桑化学工業社製
）、イノシン酸二ナトリウム（PT.CJ.Indonasia社製）を表１、表２、表６に示す配合割
合（質量％）で配合し、精製水を加えて１００重量％として試験液（本発明１～３８）を
得た。
【００６８】
　（Ａ）グレープフルーツ種子抽出物（エービーシーテクノ社製）、ユズ種子抽出物（オ
リザ油化社製）（Ｂ）炭酸水素ナトリウム、クエン酸三ナトリウム二水和物、安息香酸ナ
トリウム、炭酸ナトリウム一水和物、クエン酸三カリウム一水和物、酢酸ナトリウム、リ
ン酸水素二ナトリウム、グリシン、乳酸ナトリウム、水酸化ナトリウム（以上、和光純薬
工業社製）、コハク酸二ナトリウム、ソルビン酸カリウム、亜硫酸ナトリウム、Ｄ－パン
トテン酸ナトリウム、ビタミンＢ１塩酸塩、Ｌ－アスパラギン酸ナトリウム、グルコン酸
ナトリウム、（＋）酒石酸ナトリウムカリウム四水和物（以上、ナカライテスク社製）、
ＤＬ－リンゴ酸二ナトリウム１／２水和物、エリソルビン酸ナトリウム（以上、扶桑化学
工業社製）、イノシン酸二ナトリウム（PT.CJ.Indonasia社製）、エチレンジアミン四酢
酸二ナトリウム（同仁化学研究所社製）、グリチルリチン酸二カリウム（丸善製薬社製）
を表３、表４、表５、表７に示す配合割合（質量％）で配合し、精製水を加えて１００重
量％として試験液（比較例１～３９）を得た。
【実施例２】
【００６９】
［除菌効果の確認試験（Staphylococcus　aureus）］
　実施例１で調製した本発明１～２６、比較例１～３２の試験液９９０μＬに、黄色ブド
ウ球菌（S.aureus）の培養液１０μＬを接種してよく攪拌した後、混合液をＳＣＤＬＰ培
地で１００倍希釈した。接種から希釈までの処理時間は３００秒、６０秒、３０秒、１５
秒とした。この希釈液を滅菌済みのプラスチックシャーレに固化させておいたＳＣＤＬＰ
寒天培地上に１００μＬ滴下し、コンラージ棒でよく延ばした後、３７℃で培養を行い、
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発生するコロニー数を計測した。また、対照例（ネガティブコントロール）として試験液
の代わりに滅菌水を用いたものも用意した。試験液で処理したものと対照例のコロニー数
の比較により除菌率を算出した。
【００７０】
　評価基準としては、除菌率が９９％以上の場合を◎、除菌率が９０％以上９９％未満の
場合を○、除菌率が９０％未満の場合を×とした。除菌効果の試験結果を試験液の配合、
ｐＨおよび処理時間と併せて表１～表５に示す。
【００７１】
【表１】

【００７２】

【表２】

【００７３】
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【表４】

【００７５】
【表５】

【００７６】
　表１～表２に示すように、（Ａ）グレープフルーツ種子抽出物と、（Ｂ）炭酸水素ナト
リウム、炭酸ナトリウム一水和物、クエン酸三ナトリウム二水和物、安息香酸ナトリウム
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、ＤＬ－リンゴ酸二ナトリウム１／２水和物、イノシン酸二ナトリウム、クエン酸三カリ
ウム一水和物、酢酸ナトリウム、コハク酸二ナトリウム、ソルビン酸カリウム、亜硫酸ナ
トリウム、リン酸水素二ナトリウムから選ばれる１種以上の有機酸又は無機酸塩とを配合
した本発明１～２６では、黄色ブドウ球菌（S.aureus）に対して除菌率が９０％以上とな
った。
【００７７】
　特に、グレープフルーツ種子抽出物と、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム一水和物
、クエン酸三ナトリウム二水和物、イノシン酸二ナトリウム、クエン酸三カリウム一水和
物、コハク酸二ナトリウム、ソルビン酸カリウム、亜硫酸ナトリウム、リン酸水素二ナト
リウムのいずれかを配合した本発明１～４、７、８、１０～１６では除菌率が９９％以上
となり、短時間（１分間）の処理で細菌が完全に死滅した。さらに、グレープフルーツ種
子抽出物の配合量を０．２０質量％とした本発明２０、２５では、より短時間（３０秒）
の処理で細菌が完全に死滅し、グレープフルーツ種子抽出物の配合量を０．５０質量％と
した本発明２１、２６では、一層短時間（１５秒）の処理で細菌が完全に死滅した。
【００７８】
　また、グレープフルーツ種子抽出物の配合量が０．００５質量％、炭酸水素ナトリウム
の配合量が０．１０質量％である本発明１９、およびグレープフルーツ種子抽出物の配合
量が０．００１質量％、炭酸水素ナトリウムの配合量が０．１０質量％である比較例３１
の結果より、グレープフルーツ種子抽出物の配合量が０．００５質量％以上で即効的かつ
十分な除菌効果が認められた。
【００７９】
　また、グレープフルーツ種子抽出物の配合量が０．１０質量％、炭酸水素ナトリウムの
配合量が０．０００５質量％である本発明１７、およびグレープフルーツ種子抽出物の配
合量が０．１０質量％、炭酸水素ナトリウムの配合量が０．０００１質量％である比較例
３０の結果より、炭酸水素ナトリウムの配合量が０．０００５質量％以上で即効的かつ十
分な除菌効果が認められた。
【００８０】
　これに対し、表３～表５に示すように、グレープフルーツ種子抽出物、炭酸水素ナトリ
ウム、炭酸ナトリウム一水和物、クエン酸三ナトリウム二水和物、安息香酸ナトリウム、
ＤＬ－リンゴ酸二ナトリウム１／２水和物、イノシン酸二ナトリウム、クエン酸三カリウ
ム一水和物、酢酸ナトリウム、コハク酸二ナトリウム、ソルビン酸カリウム、亜硫酸ナト
リウム、リン酸水素二ナトリウムのみを配合した比較例１～１４では除菌率が９０％未満
となり、除菌効果が十分でなかった。
【００８１】
　特に、グレープフルーツ種子抽出物の配合量が０．２質量％、炭酸水素ナトリウムの配
合量が０．１質量％である本発明２０、およびグレープフルーツ種子抽出物の配合量が０
．２質量％、クエン酸三ナトリウム二水和物の配合量が０．１質量％である本発明２５と
、グレープフルーツ種子抽出物のみを０．２質量％配合した比較例１の結果より、グレー
プフルーツ種子抽出物のみの配合では、配合量を増加しても十分な除菌効果が認められな
いのに対し、グレープフルーツ種子抽出物と共に有機酸又は無機酸塩を配合することで即
効的かつ十分な除菌効果が認められた。
【００８２】
　また、グレープフルーツ種子抽出物と共に、Ｄ－パントテン酸ナトリウム、乳酸ナトリ
ウム、グリチルリチン酸二カリウム、ビタミンＢ１塩酸塩、グリシン、Ｌ－アスパラギン
酸ナトリウム、グルコン酸ナトリウム、（＋）酒石酸ナトリウムカリウム四水和物、エリ
ソルビン酸ナトリウム、エチレンジアミン四酢酸二ナトリウムのいずれかを配合した比較
例１５～２４、グレープフルーツ種子抽出物に代えてユズ種子抽出物を炭酸水素ナトリウ
ムと併せて配合した比較例３２では十分な除菌効果は認められなかった。即ち、グレープ
フルーツ種子抽出物と配合する有機酸塩、無機酸塩の種類によって十分な除菌効果が認め
られるものと、除菌効果が十分でないものがあることが確認された。また、同じ柑橘系で
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あってもユズ種子抽出物では除菌効果が認められないことが確認された。
【００８３】
　さらに、グレープフルーツ種子抽出物の水溶液に、水酸化ナトリウムを配合してｐＨを
６．２～９．８に調整した比較例２５～２９では十分な除菌効果は認められなかった。即
ち、グレープフルーツ種子抽出物を単にｐＨ６～１１の中性～弱アルカリ性環境下で使用
することだけでは殺菌効力の向上は認められず、特定の有機酸塩、無機酸塩との併用によ
って相乗的に殺菌効力が向上することが確認された。
【００８４】
　以上の結果から、グレープフルーツ種子抽出物と、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウ
ム一水和物、クエン酸三ナトリウム二水和物、安息香酸ナトリウム、ＤＬ－リンゴ酸二ナ
トリウム１／２水和物、イノシン酸二ナトリウム、クエン酸三カリウム一水和物、酢酸ナ
トリウム、コハク酸二ナトリウム、ソルビン酸カリウム、亜硫酸ナトリウム、リン酸水素
二ナトリウムから選ばれた１種又は２種以上と、を水に配合することで、黄色ブドウ球菌
に対する殺菌剤組成物として作用することが確認された。
【００８５】
　また、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム一水和物、クエン酸三ナトリウム二水和物
、安息香酸ナトリウム、ＤＬ－リンゴ酸二ナトリウム１／２水和物、イノシン酸二ナトリ
ウム、クエン酸三カリウム一水和物、酢酸ナトリウム、コハク酸二ナトリウム、ソルビン
酸カリウム、亜硫酸ナトリウム、リン酸水素二ナトリウムは、グレープフルーツ種子抽出
物と共に配合することで、グレープフルーツ種子抽出物の殺菌効力増強成分として作用す
ることが確認された。
【実施例３】
【００８６】
［ウイルス不活性化効果の確認試験（Feline　calicivirus）］
（試験ウイルス液の調製）
　ＭＥＭ培地（ナカライテスク社製）に牛胎仔血清を１０％加えた細胞増殖培地を用いて
ＣＲＦＫ細胞（ＪＣＲＢ細胞バンク）を組織培養シャーレ内に単層培養した。単層培養シ
ャーレ内から細胞増殖培地を除去し、ネコカリシウイルス（Feline　calicivirus  F-9　
ATCC　VR-782）を接種した。次に、ＭＥＭ培地に牛胎仔血清を２％加えた細胞維持培地を
加えて３７±１℃の炭酸ガスインキュベーター（ＣＯ2濃度５％）内で１～５日間培養し
た。ネコカリシウイルスはノンエンベロープウイルスの一種であり、細胞培養できないノ
ロウイルスの代替ウイルスとして広く使用されている。
【００８７】
　培養後、倒立位相差顕微鏡を用いて細胞の形態を観察し、細胞に形態変化（細胞変性効
果）が起こっていることを確認した。次に、培養液を１０００ｒｐｍ／分で３分間遠心分
離し、得られた上澄み液を限外ろ過して試験ウイルス液とした。
【００８８】
　実施例１で調製した本発明２７～３８、比較例３３～３９の試験液０．９ｍＬに、試験
ウイルス液０．１ｍＬを添加混合し、作用液とした。５分後に作用液をＭＥＭ培地で１０
０倍希釈し、１０倍希釈系列を作製した。なお、精製水に試験ウイルス液を添加したもの
を対照として同様の操作を行った。
【００８９】
（ウイルス感染価の測定）
　細胞増殖培地を用い、使用細胞を組織培養用マイクロプレート（９６穴）内で単層培養
した後、細胞増殖培地を除去して細胞維持培地を０．１ｍＬずつ加えた。次に、作用液の
１０倍希釈系列０．１ｍＬをそれぞれ４穴ずつに接種し、３７±１℃の炭酸ガスインキュ
ベーター（ＣＯ2濃度５％）内で４～７日間培養した。培養後、倒立位相差顕微鏡を用い
て細胞の形態変化（細胞変性効果）の有無を観察し、Ｒｅｅｄ－Ｍｕｅｎｃｈ法により５
０％細胞培養感染量（ＴＣＩＤ50）を算出して作用液１ｍＬ当たりの感染価に換算し、対
照とした精製水の感染価と比較して、感染価対数減少値を算出した。ウイルス感染価の測
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定結果を試験液の配合、ｐＨと併せて表６、表７に示す。
【００９０】
【表６】

【００９１】
【表７】

【００９２】
　表６に示すように、（Ａ）グレープフルーツ種子抽出物と、（Ｂ）炭酸水素ナトリウム
、クエン酸三ナトリウム二水和物、クエン酸三カリウム一水和物のいずれかとを配合した
本発明２７～３８では、ネコカリシウイルス（Feline　calicivirus）に対して感染価対
数減少値が１以上となり、ウイルス不活性化効果を有することが確認された。
【００９３】
　特に、グレープフルーツ種子抽出物の配合量を０．５０質量％とした本発明２７、２９
、３１、３６では、感染価対数減少値が２．８３よりも大きくなり、より一層顕著なウイ
ルス不活性化効果が得られることが確認された。また、本発明２７、２９、３１、３６お
よび比較例３３、３５の結果より、グレープフルーツ種子抽出物のみを０．５０質量％配
合した場合でもウイルス不活性化効果が認められるが、炭酸水素ナトリウム、クエン酸三
ナトリウム二水和物を配合することでウイルス不活性化効果が相乗的に高くなることが確
認された。
【００９４】
　また、本発明２８、３０、３４、３７、３８および比較例３４、３６、３７の結果より
、グレープフルーツ種子抽出物のみを０．２０質量％配合した場合はウイルス不活性化効
果が認められないが、炭酸水素ナトリウム、クエン酸三ナトリウム二水和物、クエン酸三
カリウム一水和物のいずれかを配合することでウイルス不活性化効果を発現することが確
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認された。
【００９５】
　また、グレープフルーツ種子抽出物の配合量が０．１０質量％、クエン酸三ナトリウム
二水和物の配合量が０．２０質量％である本発明３２、およびグレープフルーツ種子抽出
物の配合量が０．０１質量％、クエン酸三ナトリウム二水和物の配合量が０．５０質量％
である比較例３８の結果より、グレープフルーツ種子抽出物の配合量を０．１０質量％以
上とすることで、クエン酸三ナトリウム二水和物の配合によりウイルス不活性化効果が相
乗的に高くなることが確認された。
【００９６】
　また、グレープフルーツ種子抽出物の配合量が０．５０質量％、クエン酸三ナトリウム
二水和物の配合量が０．０１質量％である本発明３６、およびグレープフルーツ種子抽出
物の配合量が０．５０質量％、クエン酸三ナトリウム二水和物の配合量が０．００１質量
％である比較例３９の結果より、クエン酸三ナトリウム二水和物の配合量を０．０１質量
％以上とすることで、グレープフルーツ種子抽出物によるウイルス不活性化効力の増強効
果が発現することが確認された。
【００９７】
　以上の結果から、グレープフルーツ種子抽出物と、炭酸水素ナトリウム、クエン酸三ナ
トリウム二水和物、クエン酸三カリウム一水和物から選ばれた１種又は２種以上と、を水
に配合することで、ネコカリシウイルスに対するウイルス不活性化剤組成物として作用す
ることが確認された。
【００９８】
　また、炭酸水素ナトリウム、クエン酸三ナトリウム二水和物、クエン酸三カリウム一水
和物は、グレープフルーツ種子抽出物と共に配合することで、グレープフルーツ種子抽出
物のウイルス不活性化効力増強成分として作用することが確認された。
【００９９】
　なお、ここでは本発明のウイルス不活性化組成物によるエンベロープウイルスに対する
不活性化効果は示していないが、エンベロープウイルスはノンエンベロープウイルスに比
べて薬剤に対する感受性が高いため、本発明のウイルス不活性化組成物がエンベロープウ
イルスに対しても即効的な不活性効果を有するのはもちろんである。
【０１００】
　本発明は、殺菌、ウイルス不活性化成分として次亜塩素酸やアルコール、銀系抗菌剤を
含まず、低刺激性で銀イオンによる変色のおそれもなく、安全性にも優れた殺菌、ウイル
ス不活性化剤組成物、および殺菌、ウイルス不活性化効力増強方法であり、特にキッチン
や浴室、ウイルスで汚染された場所等に直接スプレー等により塗布される殺菌、ウイルス
不活性化剤組成物として好適に用いられる。
【要約】
　（Ａ）殺菌またはウイルス不活性化成分としてグレープフルーツ種子抽出物と、（Ｂ）
殺菌またはウイルス不活性化効力増強成分としてクエン酸塩、安息香酸塩、リンゴ酸塩、
イノシン酸塩、グアニル酸塩、酢酸塩、コハク酸塩、ソルビン酸塩、炭酸塩、亜硫酸塩、
リン酸塩から選ばれた１種又は２種以上と、を水に混合してなる殺菌またはウイルス不活
性化剤組成物。
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